
SNSや広報番組で情報発信しています。
災害時の情報ツールとしてもご活用ください。

タイムリーに情報発信！

Facebookから

Facebook

Twitter

YouTube

ミコロ・ハコロ Instagram

岡山市公式チャンネル

micoro_hacoro

ミコロ・ハコロ着ぐるみの
貸し出しも行っています。
詳しくはホームページにて。

@okayama_city

桃太郎のまち岡山 検索

LINE

ホームページでも動画をご覧になれます。

広報番組

ラジオ

テレビ

岡山市からの情報をチェック！岡山市からの情報をチェック！

4区のニュースを月替わりでお伝えします4区のニュースを月替わりでお伝えします

■ テレビせとうち（ＴＳＣ）みらいリンリンおかやま
　「岡山芸術交流2019サポートスタッフ募集」
　７月19日㈮20時54分～、（再）７月20日㈯11時～「どようＤＥど～よ」内
　７月21日㈰15時55分～、７月23日㈫25時～
■ 岡山放送（ＯＨＫ）おかやまももてなし調査団！
　「ブルガリア・パフェ」
　７月７日㈰11時45分、（再）７月８日㈪11時20分～、７月14日㈰８時55分～
■ 山陽放送（ＲＳＫ）トメちゃん＆桃太郎の岡山Cityかわら版！
　「よみがえる地球の覇者！！世界大恐竜展」
　７月20日㈯18時50分～、
　（再）７月22日㈪情報番組「ごじまる」内、７月24日㈬４時10分～
■ oniビジョン
　いきいきおかやま／おかやま情報かわらばん
　毎日７時30分～、12時45分～、月～金曜19時～、土・日曜22時45分～
　ＬＩＦＥおかやま／つながる協働ひろば／おかやまＥＳＤなび
　毎日７時45分～、12時15分～

● RSK山陽放送ラジオ 1494kHz
　岡山くらしと市政　毎週金曜11時22分ごろ～
● レディオMOMO FM79.0MHz
　シティインフォメーションスクエア　毎週月～金曜９時～
　外国人のための安全・安心ラジオ　毎月第１・３（再放送）木曜10時40分～

　石井十次は明治時代に日本で初の孤児院を創設し
た人物で、東区ゆかりの偉人です。「石井十次に学
ぶ会」は、郷土・大宮地区の住民を中心とした会員
約50人と、数社の協賛企業からなり、十次の精神を
学び、広め、その精神に基づいた人づくり・地域づ
くりに取り組んでいます。
　会では、「紙芝居石井十次物語」の作成や上演、
紙芝居をＤＶＤ化したものを東区内の全小学校へ配
布したり、十次に関する講演会を開催するほか、宮
崎県・石井記念友愛社の訪問や、相互の記念植樹な
どで交流を深めています。今年は、十次が初めて孤
児を預かることになった上阿知にある大師堂の保存
や、そこでのお接待なども行っています。
　子どもとその未来に一身をささげた「石井十次」。
その功績に光をあて、思いをつなごうと地域の人々
が結束し、令和という新時代の地域づくりに生かそ
うと活動している…すてきだと思いませんか？

東区東区

～石井十次に学ぶ会の活動紹介～
石井十次から学ぶ友愛の精神とまちづくり

 ■  ■ 問 東区役所総務・地域振興課　☎086-944-5038

▲「石井十次に学ぶ会」役員メンバー

◀紙芝居
　「石井十次物語」
　（大宮小学校）

８月１日から

家庭ごみ有料指定袋の減免申請
受け付けが始まります

１　要件など　下表のとおり。小袋（20ℓ）を配布します。２歳未満の乳幼児については、出生時または転入
　　時の１回のみの交付となるので、すでに交付を受けている人は、対象となりません。
　　※世帯状況などにより小さい袋を希望する人は申し出てください。同枚数の特小袋（10ℓ）を配布します。
　　（例…小袋150枚を特小袋150枚に交換）
２　配布方法　８月１日㈭から、各申請場所で受け付けを開始します。⑶低所得世帯の場合、申請の約２週間
　　後に審査結果を通知しますので、該当となった場合には通知書を窓口に持参してください。
　　　また、８月１日㈭～30日㈮（土・日曜、祝日を除く）の間、市役所本庁舎１階多目的ルームに集中受付
　　場所を設ける予定ですので、ご利用ください。ただし⑵生活保護世帯と⑷障害者で紙おむつの支給を受け
　　ている人は、管轄の福祉事務所のみでの申請となります。
３　配布枚数　申請した月から令和２年７月末までの月数に応じた枚数の有料指定ごみ袋を交付します。
４　代理人による申請　⑶低所得世帯の人以外の場合、代理人による申請も可能です（持参品は下表参照）。
　　⑶低所得世帯の場合は、生活状況を確認する必要があるので、原則同一世帯員による申請が必要です。
５　重複申請　⑴～⑶の要件については、重複申請できません。⑷⑸の要件についても同様です。ただし、⑴
　　～⑶の要件のいずれかと⑷⑸の要件のいずれかとは、重複申請できます。

　ごみ処理手数料減免対象者に、８月～令和２年７月分の有料指定ごみ袋を配布します。
　該当する人は減免申請してください。
※建部地区の人は、建部地区の指定ごみ袋を交付しますので、建部支所での申請をお願いします。

低所得世帯の基準例
※括弧内は世帯員の年齢

世 帯 状 況
単 身 高 齢 世 帯（68歳）
高　齢　世　帯（78歳、72歳）
子どものいる世帯（33歳、29歳、４歳）

基 準 月 額
 78,204円および家賃（上限あり） 
112,476円および家賃（上限あり）
148,407円および家賃（上限あり）

⑴　重度の障害者
・身体障害者手帳１級または２級
　の所持者で在宅の人
・療育手帳Ａの所持者で在宅の人
・精神障害者保健福祉手帳１級の
　所持者で在宅の人

⑵　生活保護世帯

⑶　低所得世帯
市が定めた基準（生活保護基準相
当額×1.05）より低所得の世帯
※世帯人員、年齢、家賃の額など
で異なるため、詳細はお問い合わ
せください。

⑷　障害者で紙おむつの支給
　　を受けている人
岡山市障害者日常生活用具給付事業に
基づき紙おむつの支給を受けている人

⑸　要介護者
・介護保険法で規定する要介護４
　または５で在宅の人
・介護保険法で規定する要介護３
　で紙おむつを使用している在宅
　の人

●環境事業課
●各区役所ごみ対策班（東区
　役所は総務・地域振興課）、
　各支所・地域センター・福
　祉事務所

管轄の福祉事務所
※御津・灘崎・瀬戸・建部支
所管内は別途お知らせします。

●環境事業課
●各区役所ごみ対策班（東区
　役所は総務・地域振興課）、
　各支所・地域センター・福
　祉事務所

●管轄の福祉事務所

●環境事業課
●各区役所ごみ対策班（東区
　役所は総務・地域振興課）、
　各支所・地域センター・福
　祉事務所

＜本人の場合＞
●有効な手帳
＜代理人の場合＞
●対象者本人の有効な手帳
●代理人の身分証明書

●世帯員全員の前年中の収入を確認で
　きる書類（源泉徴収票、確定申告書
　（控）、年金支払通知書、雇用保険
　受給資格者証など)
●家賃などを必要とする世帯について
　は、家賃がわかるもの（賃貸契約書
　など）

＜代理人の場合＞
●代理人の身分証明書

＜本人の場合＞
●有効な介護保険証
＜代理人の場合＞
●対象者本人の有効な介護保険証
●代理人の身分証明書
＜要介護３の場合＞
●紙おむつを使用していることが確認
　できる書類（レシートなど）

100枚

＜単身世帯＞

70枚
＜２人以上世帯＞

150枚
＜単身世帯＞

70枚
＜２人以上世帯＞

150枚

150枚

150枚

要　件 最高配布枚数 申 請 受 付 場 所 持 参 が 必 要 な も の

 ■ 問 環境事業課
　☎086-803-1297・1298
　■FAX086-803-1876
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